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   新型コロナウイルス感染症の発生に伴う消毒用エタノール関連事務連絡 

の廃止について 

 

 

これまで厚生労働省の事務連絡により新型コロナウイルス感染症の発生に伴う消毒

用アルコールの需要が増加している状況に鑑みた臨時的・特例的な対応として、「医薬

品及び医薬部外品たる手指消毒用のエタノール以外の高濃度エタノール製品を用いた

手指消毒の取扱い」について示されていたところですが、厚生労働省から別添のとおり

これらの取扱いを定めた事務連絡を令和６年６月３０日限りで廃止するとの連絡があ

りました。 

令和６年６月３０日以降、高濃度エタノール製品を消毒用エタノールの代替品として

取り扱うことができなくなりますので、ご留意いただくとともに、関係機関・関係団体

等に周知いただきますようお願い致します。 

 なお、当課からは各所属のほか、別添のとおり関係団体に周知しております。 
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